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定款の一部変更の修正に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 18 年 5 月 24 日開催の取締役会において、平成 18 年 5 月 10 日開催の取締役会

にて決議いたしました定款の一部変更（平成 18 年 5 月 10 日開示）について修正する決議をいたし

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

 

1． 今回修正する定款変更について 

 

平成18年6月22日開催予定の第33期定時株主総会に付議する定款変更案第37条において、

会社法第 427 条第１項に基づき会計監査人との間で責任限定契約の締結が可能となる旨を規定し、

併せて、会社法第 426 条第１項による会計監査人の責任免除を規定しておりましたが、再度検討を

重ねた結果、先の取締役会決議を修正することとしたものです。 

 

 

2． 修正内容 

 

旧変更案第 37 条を全部削除し、旧変更案第 38 条以下の条文の条数を繰り上げます。 

 

【旧変更案】 

 

第６章 会計監査人 

 

（会計監査人の責任免除） 

第 37 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、会計監査人（会計監査人であった者を

含む。）の会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の

決議によって免除することができる。 

２. 当会社は会社法第427 条第1 項の規定により、会計監査人との間に、会計監査人の会社 

法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を、法令が規定する額に限定する契約を締結すること 

ができる。 
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第 7 章 計算 

 

（事業年度） 

第 38 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第 39 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 

２. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 

 

（中間配当） 

第40条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日を基準日として、中間配当をするこ 

とができる。 

 

（配当金の除斥期間） 

第41条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されない 

ときは、当会社は、その支払義務を免れる。 

２. 未払の配当財産には利息をつけない。 

 

 

 

【新変更案】 

 

第６章 会計監査人 

 

（会計監査人の責任免除） 

第 37 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、会計監査人（会計監査人であった者を

含む。）の会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の

決議によって免除することができる。 

２. 当会社は会社法第427 条第1 項の規定により、会計監査人との間に、会計監査人の会社 

法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を、法令が規定する額に限定する契約を締結すること 

ができる。 

 

第６章 計算 

 

（事業年度） 

第 37 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 

２. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 

 

（中間配当） 

第 39 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日を基準日として、中間配当をするこ 

とができる。 

 

（配当金の除斥期間） 

第 40 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されない 

ときは、当会社は、その支払義務を免れる。 

２. 未払の配当財産には利息をつけない。 

 

以 上 


